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アメリカにおけるNoChildLefもBehindAe欄産後の言語マイノリティにたいする教育の実態
-か)フォルニア州尋サンフランシスコ統合学区におけるバイリンガル教育の取り組みに焦点をあてて-

斎 藤 桂

はじめに

今日､世界各国で教育学における重要な課題になっているのが､外国人や移民にたいする教育

に関するカリキュラムや財政的措置について検討することである｡ そこで､このような議論につ

いての手がかりとしでも19世紀前半から現在に至るまで､政策の一つとして移民にたいする言語

教育を行ってきたアメリカにおける取り組みを先例として知ることが重要であるとの考えが､本

稿を著す動機である｡

アメリカでは､移民の数が年々増加傾向にあり､2000年のU.S.センサス1によると､学齢期の

子どもの六人に一人に相当する977万9766人が家庭で英語以外の言語を話 している. 一般的に､

これらの子どもは言語マイノリティと呼ばれ､そのおよそ70%はスペイン語が母語2である. 一

言で言語マイノリティといっても言語能力は､母語のみを話す子ども､主に母語を話 し､英語は

ほとんど話さない子ども､母語と英語のバイリンガルの子どもなど､さまざまである｡ アメリカ

生まれ､または､移民あるいは難民としてアメリカに移住してきたなど､国籍もまた一様ではな

い｡

この言語マイノリティの約半数､つまり474万7763人は､すべての授業を英語で行うクラスで

十分な学習成果をあげるだけの英語の能力が十分ではないといわれている3｡ EL (English

Learner;以下EL)とは､言語マイノリティのなかでもこれら英語の能力が十分でない子どもの

ことを指す01991-92年度と2001-02年度の間に､全体の就学率が12%増加 している一方で､EIJの

数は95%増加 している4ことからわかるように､学齢人口のなかで急増しているのがELなのであ

る｡

このようなELの教育ニ-ズを満たす一つの方法として､バイリンガル教育が挙げられるOバ

イリンガル教育とは､｢複雑な現象にたいする簡単な呼称｣5である｡二言語を話す子ども､ある

いは二言語を用いる必要がある環境におかれた子どもを対象にした言語教育がこのことばに内包

されるOアメリカにおける英語以外の言語を母語とする子どもを対象とすると､彼らの母語と英

語の両方を使用 して教科を教える教育方法､および､この方法を通じて彼らに英語を習得させて

いく教育方法が､バイリンガル教育となるO この定義を念頭に置いた上で､｢落ちこぼれをっく

らない初等中等教育法｣6として知られるNoChildLeftBehindAct(以下､NCLB)が施行さ

れている現在､サンフランシスコ統合学区において実施されているバイリンガル教育の特質を考

察することが本稿の目的である｡

本稿は､アメリカにおけるELにたいする教育の展開について､NCLBが制定された2002年以

降の連邦および州の方針と学区の実践を通 じて分析するものである｡教育政策と実践の相互関係
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を考察することによって､現在のアメリカにおける言語マイノリティにたいする教育の実態を検

討するO

仁 NoChi一dLeftBehindActとEngiishLearner
前述の通 り､アメリカにおける人口動態は近年急速に変化 している｡ このような変化に対応す

るために連邦政府が取ったひとっの対応策が､2002年に修正された初等中等教育法-NCLBの制

定である｡

1.1 NCLBの概要

NCLBは､人種 ･民族や社会経済的地位に関係なく､すべての子どもが質の高い教育を受け､

2014年までに州の学力の基準を達成する 〔以下､学業達成)ために､公正で平等で意義のある機

会を持っことを保障 した法律である｡ タイ トル Ⅰ ｢不利な状況にある子どもの学力向上｣では､

学業達成のために以下のような達成目標を掲げている7｡

卓質の高いアセスメント8･システム､アカウンタビリティ･システム､教員養成と現職教育､

カリキュラム､および教材が州の学力の基準 と確実に連動 していることO その結果､子ども､

教師､親､教育行政担当者は､学力についての共通の期待に応えられるO

･貧 しい地域の学校に通 う低学力の子ども､英語能力が不十分な子ども､移民の子ども､障害

をもっ子ども､アメリカン卓インディアンの子ども､反抗的あるいは非行の傾向がある子ど

も､そして､読解支援が必要な子どもの教育ニーズに合致 している｡

･低学力の子どもと学力の高い子どもの学力差､特に､マイノリティと非マイノリティの子ど

もや､恵まれない境遇下にある子どもと恵まれた境遇にある子どもとの学力差を埋める｡

･学校､地方教育機関､州にすべての子どもの学業達成にたいする責任を負わせる｡ そ して､

質の高い教育を受けることを可能にする学校選択を子どもと親に提供するとともに､質の高

い教育ができなかった学校を特定 し､改善させる｡

争すべての子どもが州の学力および学習内容の基準を達成 し､特に不利な状況にある子どもの

学業達成を保障するためにつ くられたアセスメント･システムを用いることによって､アカ

ウンタビリティを強化 し､教育と学びを改善する｡

昏学校および教師が子どもの成績にたいしてより重い責任を負 うことと引き換えに､より大き

な意思決定権と柔軟性を与える｡

以上の項目からわかるように､NCLBの規定の核となっているのは子どもの学業達成にたいす

る州､学区､学校のアカウンタビリティである｡各州は､すべての公立学校に通 う子どもを対象

に､読解と算数 ･数学の二科目について州規模の基準を設け､毎年標準テス トを実施することで

このNCI｡Bの規定に応 じているのである｡そして､ このテス トの設問言語は英語のみであるにも

かかわらず､ アメリカに来て間 もない移民の子どもをはじめとする英語の能力が不十分なELも

その対象となっているのである｡

1.2 EngHshLearnerに関する規定

前述の通 り､NCLBはELや移民の子どもを含むすべての子 どもの学業達成にたいして､学校

がアカウンタビリティを負 うということを明 らかにしている｡ ELにもっとも影響を与えている

のは､この法律のタイ トル Ⅰとタイ トルⅢであろう｡ 前項で取 り上げたタイ トル Ⅰでは､ 3年生
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から始まる読解と算数 ｡数学のアセスメントにおけるELの成績を向上させることを学校にたい

して求めている. 主な人種 昏 民族集団 (アフリカ系､ ヒスパニック､アジア系)､低所得層の子

ども､および特別なクラスに在籍 している子どものアセスメントにおける成績を報告する義務を

学校に課 し､すべての子どもの成績向上に責任を負わせているのである｡ 一定期間内にこれらの

子どもの成績が向上 しなかった学校については､親にたいして子どもを転校させることを認めた

り､放課後の補償教育プログラムなどの補完的な教育サービスの実施を含め､政府による干渉が

行われることになっている｡ 学校が継続 して成績向上の目標を達成できなかった場合､教職員の

異動などの学校再建策を実行することや最悪のケ-スでは閉校させることもあり得る.

宜しにたいする教育に大きく関係 している､ もう一方のタイ トルⅢにおける具体的な目的とし

ては､以下が挙げられる9｡

専移民の子どもを含む英語能力が不十分な子どもにたいして､英語能力を身につけること､英

語による学習で高いレベルの学業成績をあげること､そして､すべての子どもが達成を期待

されている州が定めた学習内容の習得と学業達成の基準を満たすことを保障する｡

卓移民の子どもを含む英語能力が不十分な子どもが､核となる教科10において高いレベルに至

り､すべて直子どもが達成を期待されている州が定めた学習内容の習得と学業達成の基準を

満たすことを支援する.

｡英語能力が不十分な子どもを預かっている州教育機関や地方教育機関､そして学校を支援す

るために開発された質の高い言語教育プログラムを発展させる｡

専州教育機関や地方教育機関が､移民の子どもを含む英語能力が不十分な子どもがすべて英語

で授業が行われるクラスに入れるように開発された質の高い教育プログラムを提供できるだ

けの能力11を構築させ発展させるために支援する｡

尋英語能力が不十分な子どものための言語教育プログラムを開発 し､実施 し､継続 していくた

めの州教育機関や地方教育機関､学校の能力構築を支援する｡

卓英語能力が不十分な子どもの親やコミよこティのための言語教育プログラムにたいする親や

コミ孟ニティの参加を促進する.

車英語能力を仲島させ､州 が定めた学習内容の習得と学業達成の基準を満たすための移民の子

どもを含む英語能力が不十分な子どもにたいする言語教育プログラムが､州教育機関や地方

教育機関の特定補助金を通 じて実施されるよう整備する｡

昏州教育機関や地方教育機関､そして学校が､英語能力が不十分な子どもの英語能力の伸長と

核となる教科の内容習得について次のようなアカウンタビリティを負う｡

(A)英語能力が不十分な子どもの英語能力の伸長について､毎年度実例をもって明示

するo

(B)英語能力が不十分な子どもの適切な年度ごとの向上 〔adequateyearlyprogress)

12 を達成する｡

卓科学的な研究によって証明された､英語能力が不十分な子どもにもっとも効果的に英語が教

えられる言語教育プ田グラムを州教育機関と地方教育機関が柔軟に実施できるようにする｡

このように､タイ トル選の規定では､一年に一度ELの英語能力を測定 し､ これを向上させる

ことを学校や学区､州に課 している｡ 標準テス トでは､英語が母語である他の子どもと同様､読
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解と算数 ･数学のテス トを受けなくてほならないため､学んでいるべき教科の学習内容を習得す

るのに効果的であると認められれば､双方向バイ リンガル ･プログラムや英語イマージョン早プ

ログラムをはじめとするバイリンガル教育プロ グラムは推奨されていると読み取ることができる｡

ただし､ これらのプログラムにおける学習内容は､通常のクラスで学ぶ内容と一致 していなくて

はならない｡加えて､各教育機関にELの英語能力の向上について年度ごとに達成目標が高 くなっ

ていくアカウンタビリティを負わせているため､ELにい かに迅速に英語を習得させるかという

ことが鍵になっていると考えられる｡

以上のように､NCLBのタイ トルⅠと茸日昌おける規定では､結果の平等が重視されているので

あるo 結果の平等が重視されることによって､標準テス トの成績が一定の水準に満たないなど､

結果が出せなかった場合には高校を卒業させない州もあり13､現状では ｢落ちこぼれをっ くらな

い｣というよりは誰が落ちこぼれているか､どの学校 (あるいはプログラム)が効果的でない か

を明白にするための法律と捉えることができる0

1.3 親に関する規定

これまでの初等中等教育法と比較 してNCLBが特徴的な点は､親についての規定を大きく掲げ

ていることである｡ NCLBにおいては､EIjや移民の子どもの親は他の親 と同等の権利を有 して

いることが詳細に記されている｡たとえば､アセスメントにおける子どもの学業成績の向上につ

いて知 らされること､子どもが通っている学校は州の学力水準を満たしているか知 らされること､

継続 して学力水準が満たない学校の場合､子どもを他校に転校させることができることなどであ

る｡そして､ELの親は子どもが受けられる教育プログラムについて学校側か ら説明されなくて

はならず､どれだけ英語ができなくても､ESLクラス14などのバイリンガル教育 プ ログラムを拒

否 して通常のクラスに子どもを入れることができる｡さらに､ELの親 と話す際に学校側は彼 ら

の理解できる言語を用いなくてはならない､との規定が記載されている｡ また､親が効果的に子

どもの教育に参加できるよう､学区や学校は以下のような支援を行わなくてはならない15｡

･子どもの学業達成のために､親が一緒に勉強 したり教えたりできる教材や講習を提供する｡

･対等なパ- トナ-としで親と協働 したり､親教育プログラムの実施 ･調整などの方策につい

て､教師や校長､その他の職員にたいする研修を行 うことによって､学校と親との関わりを

強化 していく｡

･親教育プログラムやPTA会議､その他のイベントについての情報は､親が理解できる言語

で知 らされる｡

･交通費やチャイル ドケアなど､親が子どもの教育についての会議や講習に参加する際に必要

となる経費については補償 される｡

･参加 していない他の親の参加を促進するよう､親にたいする講習を行 う｡

･最大限親に参加 してもらうために､学校で行われた会議に参加できなかった親を想定 して､

何度 も会議を開いたり､子どもの教育に直接関わっている複数の教職員が家庭訪問をして面

談を行 う｡

落ちこぼれをっくらないための法律に､親に関するこのような規定が盛 り込まれているのは､

さまざまな研究によって親の教育参加が子どもの学業達成に大 きく影響することが証明されてい

るからである16｡ 他の子どもよりも学業達成が困難であると考えられるELについては､効果的で
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あると証明されている教育方法や教師の質の向上の他に､ELの親の教育参加を促すための工夫

が法律によって求められているのである｡

このように､NCLBはELにたいする教育を改善 し､ELの学業達成を助長する可能性を示すも

のととらえることができるのである｡ しかしながら､この法律を遵守 していく際に学校が直面す

るであろう問題は多数指摘することができる｡

摘 NCLBの問題点

NCLBが内包 している問題として､まず､教育的あるいは技術的な課題が挙げられる｡具体的

には､標準テス トで学力を測定する際の正確さの問題がある｡ 標準テストの設問を読み解 く際に

求められる言語能力の要求が高いことによって､E王.の理解度が正 しく測定されていないという

ことが指摘されている170っまり､標準テス トの結果は必ずしもELの学力を反映 しているとは言

えないのである. また､ELというカテゴリ-自体の唆昧性も問題のひとっであろう. ELに分類

されていた子どもは､英語を身につけ､ これに伴 って学業成績を向上させるとELというカテゴ

リ-に当てはまらなくなるo 同時に､移民として新 しくやってきたELはアルファベットの読み

書きに苦労 していることが多 く､到底彼 らに高い学業成績を求めることはできない｡ELのカテ

ゴリ-の成績上位層はELカテゴリ-の外に押 しやられる一方で､英語がまったく理解できない

子どもがカテゴリ-内に流入 しているのである｡ このカテゴリーの唆昧性と関わって､NCLBに

おける達成目標の非現実性も浮き彫りになってくる｡ 落ちこぼさないようNCLBにおいて特に留

意されているはずのELは､いっまでも英語能力が不十分な子どものみで構成されるため､カテ

ゴリ-としての彼 らの英語能力の向上について年度ごとに達成目標を高 くしていくNCLBの規定

は非現実的であると言えるo

次に､上記に関連する細かな事項が課題として挙げられる｡この中には､ELの識別 ･分類と､

ELというカテゴリ-における多様性､親の参加の促進が含まれる.ELの識別 ･分類については､

共通認識に基づいたELの定義がまだなされていないため､正確な識別および分頬ができていな

いのである｡ 共通 した定義がないということは､NCLBの規定に基づいて行なわれた標準テスト

の結果についてこれまでさまざまな研究が取 り上げてきた複数の州や同一州内の学校間の比較検

討が正確ではないということを指すoまた､ELというカテゴリーにおける多様性に関しては､E

Lという同一のカテゴリ-に属 していても､中国系とヒスパニックの子どもの学び方では顕著に

異なった傾向が認められるため18､教育戦略上､一括 りにELを扱 うことは学業達成に効果的に結

びっかないと考えられる｡ 最後に挙げたNCLBにおいて強調されている親の参加に関しては､E

Lの親の場合彼 らの理解できる言語でコミ且ニケ-ションをとる必要があり､面談などの時には

通訳 も確保 しなければならないo英語 とELの親の母語に精通 した人材の確保が難 しいなかで､

規定に沿いっついかに彼 らに対応 し､子どもの教育にたいするELの親の関心をどのように高め

ていけばよいのか､教育現場の悩みの種は尽きない｡

以上のように､NCLBは実践 していく上で問題を数多 く抱えている｡ しか し､教育行政担当者

や学校関係者 らの頭を特に悩ませているのが､NCLBの至上命題-ELの学業成績をどのような

方法でもって向上させ､学業達成に至らしめるかということ-である. 次節では､カリフォルニ

ア州サンフランシスコ統合学区を事例 として､ このような課題を解決すべ く行われているELに

たいするバイリンガル教育の実践を見ていく｡
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26菅ンフランを呆ヨ鏡舎学区におけるパイuンガル教育の実践

本節では､NCLBが制定された後の教育現場において､ELの学業達成のために実際にどのよ

うな取 り組みがなされているのか､カ リフォルニア州 卓 サンフランシスコ統合学区におけるバイ

リンガル教育を事例 として明 らかにする｡ そ-Lで､その取 り組みはどこか らの予算によって支え

られているのか明 らかにし､現在の言語マイノリティにたいする教育の実態を多角的に検討する｡

2日巧カrpjヲ肴婚三軍州にお摺る虫豊学校gj横規とサン冒ランシ完ヨ統合学区府特色

サ ンフランシスコ統合学区があるカ リフォルニア州 は､子どもの家庭で話される言語がiOO種

類 という､世界でもっとも多様な学齢期入口を有 している｡ 今 日､数の上ではマイノリティがマ

ジョリティを席巻ずる格好になっており､カ リフォルニア州におけるすべての公立学校に在籍す

るK弓219の子 ども160万人のうち､四分の-が学校で英語を学ぶことに苦闘 しているEL20であるO

このELの数は､アメリカ全体のELの実に三分の一を占めている｡

カ リフォルニア州は他州 と比較 して､ELの割合が非常に高いという特殊な状況にあるo 加え

て､ これか ら概観するサンフランシスコ統合学区は､ ラォ裁判 として知 られる連邦最高裁まで持

ち込まれた裁判の被告であることか ら､今 もなおバイ リンガル教育に積極的な学区であると言え

る. ラオ裁判 とは､多 くのアジア系移民が居住するカ リヲオルニア州サ ンフランシスコにおいて､

公立学校に通 う中国系生徒たちがサンフランシスコ統合学区を相手取 って1970年に起 こしたもの

である｡ この裁判で争点 となったのは､ELの理解できない言語である英語で行なわれる授業は､

教育の機会均等を保障するものではない､ ということであった｡実際に､サンフランシスコ統合

学区に在籍ずる中国系のEL2号856人のうち､英語の補習授業が受 けられたのは半数に満たない

1,066人のみで､残 りのEiJは理解できない英語のみの通常クラスで放置されていたのである｡ 最

高裁は､たとえ子どもに同 じ建物､同 じ教科書､同 じ教師､同 じカ リキュラムを用意 しても､そ

れは子 どもを真に平等に処遇 していることにはならず､む しろ公民権法第 6条に違反する差別的

な扱いになるとの判決を下 した21｡ この判決が下された結果､サ ンフランシスコ統合学区では､

1998年にカ リフォルニア州でバイリンガル教育廃止法が可決されて以降 も変わ らずこの判決を尊

重 してバイ リンガル教育を積極的に実施 している. よって､NCLBが制定された後のバイ リンガ

ル教育の意義を分析するためには最適であると考える｡

2.2ELの学業達成のための基準 ･LALARの採用

現在､サンフランシスコ統合学区において実施されているバイ リンガル教育プログラムは､五

種類であるO 具体的には､双方向イマ-ジョン卓プログラム､維持型バイ リンガル ･プログラム､

移行型バイ リンガル ｡プログラム､英語イマ-ジョン･プログラム､ ニューカマー ･プログラ

ムと呼ばれている｡ これ らすべてのプログラムに共通 しているのは､英語習得がゴ-ルであるこ

と､CLAD (CrossculもuTal,LanguageandAcademicDevelopmentcertificate)やBCLAD

(Bilingual,Crosscultuyial,LanguageandAcademicDevelopmentcertificate)22などのEL

を指導するための資格を持 った教師がクラスを受け持っこと､そして授業における使用言語がほ

ぼ100%英語である英語イマージョ>J争プ日グラムにおいても､最低限の母語によるサボ- トを

受けられることである｡

ELjはどのプ日グラムに在籍 していでも㌔英語およびその他の教科の内容において一定の学力

水準を達成することを目標にもカ リフォルニア州 レベルのELのための英語教育における基準で
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あるELD (EnglishLanguageDevelopment)に基づいた指導を受け､一 日のうち必ず英語を

一定量用いて学習することになっているo 授業における使用言語としての英語の割合は､すべて

のバイリンガル教育プログラムでELの学年が上がるごとに多 くなる. そして､毎年州規模で実

施される乱 の英語能力の向上を測定する標準テス ト･CELDT (CaliforniaEnglishLanguage

DevelopmentTest)において､子ども一人ひとりが英語能力のレベルを一段階上げることを達

成すべき目標に掲げている｡ この目標を達成するために､サンフランシスコ統合学区は州 レベル

のELD､ ELを含めたすべての子どもが対象 となっている州 レベルの英語教育の基準 ･EIJA

描nglishLan郡ageArts)に加えて､独自にLALAR (LanguageandLiteracyAssessment

記ubTic)というELのための評価基準を設定 しているのである.

LALARとは､ リスニンダ､スピーキング､ リ-ディング､ライティングの四分野におけるEL

の英語能力の向上をモニタリングするための方法である｡ この対象となるのはすべてのELであっ

て､英語能力のレベルや受けているプログラムに限定されることはない｡州教育規約によって､

学区はELの英語能力の向上をモニタリングし､ これを証明する継続的な資料を示す義務を負う

ということが定められている｡ しか し､既述のCELDTは一年に-度 しか実施されない標準テス

トで､ しかも､学区がこのテス トの結果を受け取ることができるのは実施日から四､五 ヶ月先で

あるために継続的な資料としては認められない.ELが着実に英語を習得 しているという証拠を

求めている州にたいして､学区はLALARを採用 ｡実施 してこれを満たそうとしているのである｡

つまり､LA王.ARはただ単にELの英語能力の向上を測定する基準にとどまらないのであるo

ELDに基づいた授業をするときの目標や､授業における口頭発表などの成果に基づいてEIJを評

価する際に周いる尺度､あるいは､英語能力が不十分であるELの親にたいして子どもの学業成

績の向上を説明する際の目安など､教師が授業を行う際に参考にするツールとLての側面もある.

LALARはスペイン語と中国語に翻訳されており､もし教師が英語 しか話すことができないとし

ても翻訳版と照 らし合わせて親に説明することができるため､子どもの教育にたいする関心を促

し､これによって子どもの学業達成に一歩でも近づけるという役割も期待されている｡そのため､

サンフランシスコ統合学区ではバイ リンガル教育プログラムに限らず､ELがクラスにいるすべ

ての小学校の教師や､中学 ･高校の英語あるいはELD･読解クラスの教師がLALARを積極的に

用いることが望まれており､そのための研修 も盛んに行われている｡

LALARが改善に改善を重ねて開発されているということもここで指摘 しておかねばならない

だろうo LALARはK基 3-516-8､9-12という四つの学年のレベルにわけられている. これによっ

て､教師はELの発達段階に合わせた指導を行うことができる｡ これは､教育コンサルタントの

卜-マス 魯バイを中心に､サンフランシスコ統合学区教育委員会のスタッフや学区内から選ばれ

た教師によって行われた改定による結果である｡ それまでのLALARは､K-12の全学年に共通 し

たものであり､発達段階を考慮 していなかったと考えられる. この改定は､プロトタイプ (原型)

の向上に始まり､ELDに対応 した評価要素の分析､達成することが不可能でない基準の設定､

CELDTの内容との較正､試験的導入､試験的導入のフィー ドバ ックを受けた後の改定といった

工程を経て行われた｡ELが着実に英語を習得することを目標につ くられたものであることがこ

こでもわかる｡

次に､ELAとELD､LALARがどのように異なっているのか､あるいは共通 しているのか比較
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することで明らかにしたい ｡まず､ELDとLALARには四つの学年 レベルがあり､それぞれにお

いて､初級､初中級､中級､中上級､上級の五っの英語能力 レベルにわけられている｡ 一方､

ELAは学年それぞれに基準を設けているという点が大 きく異なる｡ 共通点 としては､ この三っ

すべての基準が リ-ディング､ ライティング､ リスニング､スピーキングの四つの領域に及んで

いることが挙げられる (表はリ-ディング 専読解のみ)0EIJDの基準は､ELが英語を母語とする

子どもも対象となっているELAの基準を満たせるようになるために､基準を細か く段階に分け

たものである｡ LALARはELDと比較すると､さらにELが達成 しやすい現実的な目標が提示さ

れており､教師がELを指導 しやすいよう､工夫されていることがわかる｡ ELDとLALARは､

言わばELAという高速道路に入るための加速車線の役割を果たしているのである｡

衷 ELA､ELD..LALARの速い

ELA(6年生の読解) - アウトラインの作成やノ- 卜､要約､ レポ-トなどに

よって､物語を理解 していることを明確に示すことが

できるo

≡l ELD(6-8年生の読解) 中上級と上級 文章や物語､問題文の主旨や重要な部分を確認 し､説

明できるo

中級 文章や物語､問題文の主旨を口頭で説明するために､

,詳細な文を読んだり用いたりできるoi

初中級 i,簡単な文を用いて､文章や物語､問題文の主旨を口頭
で確認できるo

初級 辛-ワ- ドを用いて､知っている物語の部分的な詳細
や主旨を口頭で確認できるo

】1 申上級と上級 文章や物語について理解 し議論することができるo

中級 語嚢や文脈の説明など､教師の指導によってELの学年

LALAR(6-8年生の読解) レベルに相当する文革が理解膏きる.
初中級 簡単な文章から出題された基礎的な事実に関する質問

に答えることができるo

初級 物語についての簡単な質問に一語あるいは二語､また

*F那n.V.(2006).NewandImprovedLALAR.Sa門FranciscoUn;fiedSchoolDistrictMu帖IinguaIPrograms.

PowerPointpresentatiorL 10/20/2006.をもとに執筆者が作成 (下線も執筆者による),

このように､サンフランシスコ統合学区ではどのプログラムを受けているELでも､着実に英

語ひいてはその他の教科の学業成績を伸ばすことができるよう､LALARという独自の授業およ

び評価における基準を策定 ｡実施 しているのである｡ これによって､NCLBの制定を受けて強化

されたアカウンタビリティ-州規模の標準テス トの実施 とELを含めたすべての子どもの学業達

成一に応えているのである.それでは､ このような取り組みを可能にしている予算はどこから出

されているのだろうか｡
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2.3 LALARの実施にたいする予算

周知の通 り､アメリカには連邦の憲法において教育条項がなく､憲法修正第10条において教育

に関する権限はすべて州に留保されている旨が記されている.そのため､各州の憲法には教育規

定があり､無償の公教育制度の提供が定められている｡ 州および学区には教育の事務を執 り行う

教育省や教育委員会が置かれ､教育長が教育行政を統括 し､住民から選出された教育委員がさら

にそれを統制することになっている. 一般的に､州が管轄する高等教育を除いて権限は学区に委

任されている｡ 教育行政学においては､シティやタウンなどの完全な自治体とは異なり､教育の

みを行 う学区は特別区と呼ばれ､州の行政機関であるカウンティ (那)と並ぶ準地方自治体に位

置づけられている｡つまり､学区も地方自治体の一つなのである. 行政機関と学区との管轄地域

が一致 しないカリフォルニア州などの場合もあれば､フロリダ州のように郡と学区の管轄地域が

一致するところもあるO 財政面では､独白の財源を持っているサンフランシスコ統合学区のよう

な独立学区と､他の行政機関に依存 している-ワイ州のような非独立学区とに分けることができ

る｡州によって制限が加えられる場合はあるものの､通常､学区には課税権があり､地方負担分

の教育費は資産税などによる収入が中心である0

-万､連邦法に規定されている内容に関係する教育プログラムについては､連邦政府から州や

学区にたいして補助金が与えられる. NCLBに引きっけると､ この法律にかかわる教育プログラ

ムについては補助金が出るということであるo名称通 り､落ちこぼれをつ くらないことが法律の

目標であるため､現在､連邦からの支出金が州や学区における教育費全体に占める割合が少なく

ないOこのことによって､連邦による統制が強まりかねないとの見方がある一方で､平等な教育

機会の確保や､アメリカ全体における教育の質の向上およびそのバランスの確保という正当性を

帯びてくるのも事実であろう｡

このような仕組みのなかで､LALARを用いたバイリンガル教育を可能ならしめる財源として

特徴的なものは､連邦および州か ら補助金 という形で出されている｡ 特定の事務や事業に用いら

れなければならない特定補助金 (categoTicaiprogram funds)がそれであるoサンフランシス

コ統合学区におけるバイリンガル教育にたいする2005-06年度の予算を見てみると､州による特

定補助金では､英語習得プログラム (EnglishAcquisitionProgram Funding)というカテゴ

リ-によって5,800万 ドルが拠出され､連邦補助金では､NCLBプログラムというカテゴリー内

のタイ トルⅢ｡ELおよび移民の児童生徒 (TitleⅢ-EnglishLearnersandImmigrant

Students)において､1億4,800万 ドルが学区に与えられている23｡ この連邦補助金は､カ リフォ

ルニア州補助金 と同様､ELおよび移民の子どもにたいする英語習得のための教育プログラムに

与えられるものである. つまり､NCLB制定後の現在のバイ リンガル教育の実施を支えているの

は､英語習得を目的としたプログラムにたいする補助金なのである｡

以上のように､サンフランシスコ統合学区のバイリンガル教育を事例にNCLB制定後の学区 ･

学校 レベルにおけるELにたいする教育実践を見てみると､ELが英語を習得するのに有効である

ということが実施を継続 していけるかどうか､つまりは財源調達の要になっていると言える.サ

ンフランシスコ統合学区はバイ リンガル教育を受けているELの学業成績および標準テス トでの

成績を向上させ､継続 して連邦や州から補助金を得るために､バイリンガル教育が有効であると

いう根拠に基づいてLALARというシステムを新たに構築 している｡ バイ リンガル教育の財源で
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ある州補助金および連邦補助金が､芭Lの英語習得のためという特定の目的に対象が絞 られたも

のであることも､英語の習得と学業達成が目標であるNCLB制定後のアメリカにおける教育の大

きな潮流を示 しているO

さミ;わ聖...冒,-:.

ここまで､NCLB制定後の学区の実践を通 じてアメリカにおける言語マイ}リティにたいする

教育の実態を検討 してきた｡第-節で見たNCL,Bの規定では､藍Lを含む子どもの学業達成にた

いするアカウンタビリティの強化㌔他の子どもよりも学業達成が困難であると考えられるELに

つい-引ま､効果的であると証明されている教育方法や教師の資質向上の他に､ELの親の教育参

加を促す∈とが求められているo 方向性としては評価できるものの､この法律に従 う中で学区 専

学校はさまざまな問題に直面 しているo そこで､第二節で見たようにサンフランシスコ統合学区

では､問題を乗 り越え､ELの英語能力向上とこれに伴 う学業達成のために独自にLALARを実施

しているのである｡玉Lを受け持っ教師のために､宜Lを評価する際に用いる尺度やELの菓削こたい

して子どもの学業成績の向上を説明する際の目安など､ 己のシステムの役割は単に宜しの英語能

力の向上を測定する基準にとどまらない側面があることも､NCI.Bの規定を色濃 く反映 しているO

第二節三項で概観 LJた現在のサンフランシスヨ統合学区におけるバイリンガル教育の財源は､

ELの英語習得が名目の連邦および州補助金中空あった｡はじめに取 り上げたバイi,]ンガル教育の

定義で､ほうバイ リンガル教育ばもELの母語と英語の両方を使用 して教科を教える教育方法､お

よび､この方法を通 じて彼 らに英語を習得させ首いく教育方法のこと､ とされていたoバイリン

ガル教育の財源を見ると､特に後者の定義を≡あてはまると言えるo Lかし､実践 レベルを見てみ

るとELに英語を習得させることのみならず淘すべての教科における学業達成を目標に据えてお

り､州 レベルの標準テス トやELJのためにつ くられた標準テス トにおいて一定水準以上の成績を

出す己とによってその成果を証明し､今後 もバイリンガル教育が行えるように取 り組んでいるo

NC呈｡B制定後の言語マイノリティにたいする教育は､言語の使用や習得を目標としているのでは

なく､英語を含めたすべての教科の内容習得こそが担 っている責務なのである｡

監註ヨ

lu.S.census2000.http://www.census.gtjV/main/www/cen2000｡html(2006/il/17取得).

2スタ トチブ-カ ンガス (SkutRabb一Kangas)の定義によると､母語とは､①起源 :最初に学んだ言語､
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Education for Language Minority Students under the No
Child Left Behind Act in the United States: The Case Study

of San Francisco Unified School District, California

SAITO Katsura

Owing to the advancement of globalization, many countries' population has changed.

Language minority students (LM3) represent a large and growing school age population

in the United States, and they fail disproportionately when compared to white students.

The improvement of these students' academic achievement is the key concept under the

new federal education law. This paper analyses the education for LMS through its

illustration in San Francisco Unified School District under the implementation and

impact of The Federal No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB). This law is a

reorganization of the 1965 Elementary and Secondary Education Act, and designed to

help educating LM3 in schools all over the United States. The redesign of the 1965 Act

had many issues to deal with. They related to education autonomy of the states, local

school districts j and individual students and parents. This paper examines how the

school district and schools attempt to overcome these issues and address to close the

achievement gap for students with limited English proficiency under NCLB, by studying

a case of the practice of Language and Literacy Assessment Rubric (LALAR) in San

Francisco Unified School District in California.
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